
★ 

広
島
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
規
則
第
十
号
）
（
総
務
課
） 

一 
制
定
の
理
由 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
広
島
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
施

行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 



★ 

広
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
条
例
施
行
規
則
（
規
則
第
十
一
号
）
（
総
務
課
） 

一 
制
定
の
理
由 

広
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
条
例
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 



★ 

広
島
県
個
人
情
報
保
護
審
議
会
規
則
（
規
則
第
十
二
号
）
（
総
務
課
） 

一 
制
定
の
理
由 

広
島
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
第
八
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
広
島
県

個
人
情
報
保
護
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 



★ 

広
島
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
三
号
）
（
総
務
課
） 

一 
改
正
の
理
由 

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
を
踏
ま
え
、
広
島
県
情
報
公
開
条
例
の
施
行
に
関
し
、

必
要
な
整
備
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 



★ 

広
島
県
立
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
四
号
）
（
職
業
能
力
開
発
課

） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

広
島
県
立
呉
高
等
技
術
専
門
校
デ
ジ
タ
ル
技
術
科
を
新
た
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
広
島
県
立
呉
高

等
技
術
専
門
校
溶
接
加
工
科
及
び
広
島
県
立
福
山
高
等
技
術
専
門
校
機
械
シ
ス
テ
ム
科
の
定
員
を
変
更

す
る
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 

令
和
六
年
四
月
一
日 



★ 

森
林
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
五
号
）
（
森
林
保
全
課
） 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

森
林
法
施
行
規
則
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
引
用
条
項
の
整
理
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 
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